2022年３月７日


気象庁長官
　　　長谷川　直之　殿


国土交通労働組合気象部門委員会　　　　　
部門委員長　　宮﨑　高明



定員外（非常勤）職員の一時金を常勤職員なみに支給されない
ことに抗議し、あらためて追給を要求する申し入れ書（案）


2021年７月、人事院は「任期が相当長期にわたる非常勤職員（定員外職員）のうち、職務、勤務形態等が常勤職員と類似する非常勤職員については、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実績を考慮の上支給する」旨、指針（令和３年７月16日給実甲第1288号）を改正した。
[bookmark: _Hlk96004387]これにより、常勤職員と比べて低くおさえられていた定員外職員の期末・勤勉手当を常勤職員なみに支給すべきところ、気象庁は、2021年12月の期末・勤勉手当の支給において、人事院の指針に沿わない従来どおりの支給を行った。
その後、気象庁は、人事院の指針に則り、2022年度から定員外職員の一時金の支給月数は常勤職員なみに支給するとしたが、今年度の支給については、12月の交渉において、追給しない旨、労働組合に回答した。
こうしたことから、２月の長官交渉において猛烈に抗議したところ、長官は「現在、年度内に追給可能か調整している。予算執行状況など見ながら、検討する」と答弁し、人事課に検討を指示した。しかし、人事課は、長官交渉のわずか９日後に「予算が確保できないため、追給できない」と長官の回答に真摯に応えず、極めて不誠実な対応方針を示した。
この対応は、政府方針において、「同一労働同一賃金」の実現及び正規と非正規の格差是正を掲げていることにも反するものであり、人事院の指針に沿わず不合理な格差を容認するばかりか、定員外職員の生活実態を鑑みず、到底許されない。
この間、貴殿は、交渉時において、「政府の一員として実行する」などの回答を繰り返してきた。しかし、本件に関する対応は、政府方針にも反するほか、職場はもちろん、国民感情としても許されるものではない。さらに、気象庁の組織のトップたる貴殿が労働組合に対し、「検討する」旨の回答をしたわずか数日後に人事課が「追給しない」と回答したことは、労働組合はもちろん、交渉そのものを軽視する暴挙であり、労働組合全体に対する攻撃といわざるをえない。
これらのことから、あらためて、貴殿の責任において、下記の事項を実現することを決断し、早急に実行するよう、強く申し入れる。

記

定員外職員の2021年12月の期末・勤勉手当について、常勤職員なみとするよう、年度内に差額を支給すること。

以　上
